
１．開催日時　　令和４年４月１１日（月）　午後１時３０分～午後２時２１分

出席委員（１3人）

議席番号　  １番　西岡　直美　 議席番号　１３番　益田　吉博

議席番号　　３番　小松　禎史 議席番号　１４番　北山　徹

議席番号　　５番　岩倉　義調 議席番号　１５番　吉田　正材

議席番号　　７番　鍵矢　智民 議席番号　１７番　和田谷　好司

議席番号　  ８番　松井　正昭 議席番号　１８番　鶴田　和恵

議席番号　　９番　泉澤　光生 議席番号　１９番　吉田　丈子

議席番号　１２番　新宅　一也

欠席委員（6人）

議席番号　　２番　礒田　幸一郎 議席番号　１０番  栗本　惠司　　

議席番号　　４番　柏井　正樹 議席番号　１１番　井上　伸浩

議席番号　  ６番　土橋　洋二 議席番号　１６番　辰己　清史

４．農地利用最適化推進委員

出席委員（０人）

欠席委員（２０人）

五條地区　　池田　義美 南宇智地区　芳田　良子

野原地区　　岩井　久和 南宇智地区　小原　加代子

野原地区　　西辻　卓司 南阿田地区　福西　忠文

宇智地区　　窪田　裕 大阿太地区　北山　高嗣

宇智地区　　石田　実 白銀西地区　千切　重敏

牧野地区　　辻井　博 白銀南地区　吉谷　昇

阪合部地区　仲山　明良 白銀北地区　東　秀一

阪合部地区　西本　光治 賀名生地区　辰己　史子

北宇智地区　南　　芳秋 宗桧地区  　前田　壽郎

北宇智地区　和田　全啓 大塔地区　　阪井　誠一

五條市農業委員会議事録

２．開催場所　　五條市役所 １階　大会議室

３．農業委員
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５．議事日程

第１　 開会

第２　 会長挨拶

第３　 欠席委員の報告

第４　 署名委員の指名

第５ 審第１号　農地法第３条申請審議について ２件

審第２号　農業経営基盤強化促進法第１８条第１項申請審議について ２１件

審第３号　農地中間管理事業における農用地利用配分計画への意見について ３件

審第４号　現況証明願について １件

報第１号　農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の １件

　　　　　無効について　　　　

第６　 その他

６．農業委員会事務局職員　

局長 横谷　隆仁 次長 片山　成月

主任 俵　真滋

７．会議の概要

ただ今から令和４年第４回五條市農業委員会総会を開会致します。

携帯電話につきましては、電源をお切りいただくかマナーモードにしていただ

　 きますようお願いします。

　 それでは始めに、新宅会長からご挨拶をお願いします。

　 ＜あいさつ＞

　 ありがとうございました。

それでは五條市農業委員会会議規則第７条により会長が議長となり議事進行するこ

　 とになっておりますので、よろしくお願いいたします。

本日は、コロナ感染のリスクを避けるため、議席番号が奇数の委員さんを中心に出

席いただいています。

推進委員さんは欠席いただいています。

　 農業委員の過半数が出席しておりますので、五條市農業委員会会議規則第１２条に

より、総会は成立しております。

　 本日の議事録署名委員については、議席番号１７番和田谷委員、１９番吉田委員

事務局

議長

会長

事務局
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さんを指名させていただきますが、よろしいですか。

（はい）

　 それでは、よろしくお願いします。

　 なお本日の会議書記は、俵主任を指名します。

本日の案件は、　<　読み上げ　>　

以上、２８件の審議をお願いします。

　 それでは審第１号　農地法第３条申請審議について、１件上程します。

　 受付番号１番について、事務局から説明をお願いします。

受付番号１番について説明致します。

地図番号１－１ 航空写真１－１

申請地は、大野町３番  地目：田　現況：田　４８５㎡

外３筆、合計面積１，４７５㎡です。

（譲受人） 五條市黒駒町４２８番地

松本　将典 さん

職業：農業 年齢：３９歳

（譲渡人） 吉野郡大淀町大字福神１番地の７０

上山　保見 さん

本件は、贈与により所有権を移転する申請です。

申請地は、県道橋本五條線の南側、黒駒町会館の南東約３５０ｍ付近に位置します。

牧町の３筆と野原東７丁目の１筆は、湯川に入る手前の県道平原五條線沿いに

位置します。

譲受人の経営面積は８，１４９㎡で、申請地の大野町では水稲及びナスを、黒駒町

では、柿を栽培します。販売経路はＪＡになります。

ご本人の農作業歴は１５年、ご本人が年間３００日農作業に従事されるほか、同居

の妻が６０日、農作業歴５７年の父が１８０日、３８年の母が６０日従事されると

のことです。

農機具については、耕運機１台、トラクター２台、田植機１台、コンバイン１台、

トラック１台を所有しております。

本件に関して、水利組合長に連絡を行っており、周辺地域の関係性については支障

委員

議長

議長

議長

事務局
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がなく、地域の農地の利用調整に協力しますとのことです。以上です。

それでは、松井委員さん、説明をお願いします。

只今、事務局からご説明していただいた通りですが、譲渡人の上山保見さんは数年

前に黒駒町から福神へ引越されております。今、申請にあがっている３筆は昨年

までは別の方が耕作されていましたが、その方が耕作出来ないということで、

それで、松本さんに譲渡したいとお願いしたところ引き受けてくださったというこ

とです。野菜や柿を今まで通り耕作していくということです。どうぞ、宜しくお願

いします。

次に受付番号２番について、事務局から説明をお願いします。

受付番号２番について説明いたします。

申請地は、二見２丁目201番　地目：田　現況：畑　６３８㎡です。

（譲受人） 五條市二見２丁目６番３８号

門脇　和仁 さん

職業：会社役員 年齢：６８歳

（譲渡人） 大阪府堺市北区新堀町１丁３９番地５（１０７号）

堀内　文太郎 さん

本件は、売買による所有権移転の申請です。

申請地は、二見公民館から南に１００ｍ付近に位置し、譲受人の門脇さんの家のそ

ばになります。

譲受人の経営面積は９，２４８㎡で、申請地では、自家消費の白菜、キャベツ、

ネギなどの野菜を栽培します。

ご本人の農作業歴は３０年、ご本人が年間２００日、農作業に従事されます。

農機具については、耕運機２台、トラック１台を所有しています。

周辺地域との関係については、申請地はこれまでどおりの各種野菜を栽培する畑の

利用となるため支障がなく、地域の農地の利用調整に協力しますとのことです。

以上です。

それでは、西岡委員さん、説明をお願いします。

事務局

地図番号１－２ 航空写真１－２

議長

議長

松井委員

議長
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池田推進委員さんと門脇さんとで現地確認に行ってきました。以前より土地を借り

て耕作されていたそうです。現地も綺麗に使っておられますし、何ら問題ないと思

いますのでご審議の程、宜しくお願いいたします。

それでは、審第１号　農地法第３条申請の２件について、質疑に入ります。

（発言無し）

皆さん、異議ありませんか。

(異議なし)

それでは異議なしで承認いただいたものとします。

次に、審第２号　農業経営基盤強化促進法第１８条第１項申請審議について、２１

件上程します。事務局から説明をお願いします。

市産業振興課から、農用地利用集積計画の通知として、今月は所有権移転が４件、

利用権設定が１７件、農業委員会での決定を依頼されています。

議案書では３ページから１４ページにかけてとなります。

受付番号１番

申請地は、阪合部新田町１１０７番　地目：畑　現況：畑　２９０㎡

外３筆、合計面積８，６５９㎡です。

五條吉野土地改良区御山団地内にあります。

譲受人は、五條市西吉野町奥谷５３番地　新子　博之　さん　４７歳

譲渡人は、橋本市谷奥深６７番地　北林　時子　さん

売買により、令和４年４月３０日に所有権を移転し、柿を栽培します。

続いて受付番号２番

申請地は、西吉野町百谷２０８４番　地目：畑　現況：畑　２，９８８㎡です。

柿の葉寿司の創今や百谷のゲートボール場の北東６００ｍ付近に位置します。

西岡委員

議長

事務局

地図番号２－１ 航空写真２－１

事務局 地図番号２－２ 航空写真２－２

議長

議長

議長
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譲受人は、五條市西吉野町百谷１７８９番地　中上　浩之　さん　４６歳

譲渡人は、五條市西吉野町百谷１３４３番地　前　秋枝　さん

売買により、令和４年４月３０日に所有権を移転し、柿などの果樹を栽培します。

続いて受付番号３番

申請地は、八田町１７５番　地目：田　現況：畑　３５３㎡

外１筆、合計面積４７２㎡です。

八田の集落からは東に５００ｍほど離れた県道五條吉野線沿いに位置します。

譲受人は、五條市滝町３５９番地　益田　吉博　さん　７３歳

譲渡人は、五條市八田町１２番地　亀谷　和良　さん

売買により、令和４年３月３０日に所有権を移転し、トウモロコシや南京を栽培し

ます。

続いて受付番号４番

申請地は、八田町１８３番　地目：田　現況：田　４５９㎡

外１筆　合計面積５７８㎡です。

先ほどと同じ場所の一画にあります。

譲受人は、五條市八田町８６番地　松岡　良訓　さん　６３歳

譲渡人は、五條市八田町１２番地　亀谷　和良　さん

売買により、令和４年４月３０日に所有権を移転し、水稲を栽培します。

続いて受付番号５番

申請地は、岡町１１７１番　地目：田　現況：田　４１６㎡

外３筆、合計面積２，４７８㎡です。

宇智体育館の北側約３００ｍ付近に位置します。

譲受人は、五條市岡町１３６３番地　新城　達雄　さん　６７歳

譲渡人は、五條市岡町１１６６番地　森本　典子　さん

令和７年６月８日まで使用貸借権を更新し、水稲を栽培します。

事務局 地図番号２－５ 航空写真２－５

事務局 地図番号２－３ 航空写真２－３

事務局 地図番号２－４ 航空写真２－４
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続いて受付番号６番

申請地は、上之町５０１番　地目：田　現況：田　６０８㎡

外１筆、合計面積１，３０５㎡です。

岡配水地の北側約３００付近に位置します。

譲受人は、五條市上之町４２９番地　森本　剛　さん　５５歳

譲渡人は、大和高田市西三倉堂１丁目７番１７号　清住宅２号棟１８号

　　　　　　　　　　　　　　　　　櫻本　安則　さん

令和７年５月１３日まで使用貸借権を更新し、ネギを栽培します。

続いて受付番号７番と８番が関連しています。

申請地は、野原東６丁目１８８２番　地目：田　現況：田　１，２５２㎡

元の祥水園の西側約１００ｍ。県道平原五條線沿いにあります。

公益財団法人なら担い手・農地サポートセンターを介して、

譲受人は、橋本市向副１０４１番地の２　小林　順一郎　さん　４２歳

譲渡人は、五條市野原東７丁目３番４０号　磯田　久彦　さん

令和９年４月３０日まで賃貸借権を更新し、トマトなどの野菜を栽培します。

続いて受付番号９番と１０番が関連しています。

申請地は、丹原町７９１番１　地目：田　現況：田　５５２㎡です。

国道１６８号線沿い、玉川燃料の北１００ｍ付近に位置します。新宅会長の家から

南に４００ｍ付近です。

公益財団法人なら担い手・農地サポートセンターを介して、

譲受人は、五條市丹原町６８３番地　新宅　一也　さん　７７歳

譲渡人は、五條市田園４丁目２７番地の１　上平　学　さん

新規で令和２０年１２月３１日まで使用貸借権を設定し、水田として利用します。

事務局 地図番号２－６ 航空写真２－６

事務局

地図番号２－７ 航空写真２－７

事務局

地図番号２－９ 航空写真２－９
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続いて受付番号１１番と１２番が関連しています。

申請地は、野原町６７６番１　地目：畑　現況：畑　１，３８８㎡

外９筆　合計面積２０，０１６㎡です。

野原町６７６番１は、良峯の交差点の北側２００ｍ付近に位置します。

野原町３２７８番は、一の木ダム近くの五條吉野土地改良区古田１団地内にあり

ます。

野原中６丁目の４筆は、上田橋の東側の５０ｍ～１５０ｍ付近に位置します。

野原東７丁目１７８２番１は、池芝の県道平原五條線沿いにあります。

野原東７丁目１８７２番は、１７８２番１から北西３００ｍ付近に位置します。

阪合部新田町の２筆は、プレディアゴルフ場の南側、五條吉野土地改良区保天山団

地内にあります。

公益財団法人なら担い手・農地サポートセンターを介して、

譲受人は、五條市野原中２丁目８番４５号　株式会社　田中農園　さん

譲渡人は、五條市野原中２丁目８番４５号　田中　久恵　さん

新規で令和１４年３月３１日まで使用貸借権を設定し、トマトや柿を栽培します。

続いて受付番号１３番と１４番と１５番が関連します。

申請地は、西吉野町滝１２８番　地目：田　現況：田　１７１㎡

外２５筆　合計面積１１，２５８㎡です。

筆数が多いので場所を詳細に見ていただけませんが、譲渡人の辻田さんの家のある

滝の集落の北部やそこから北西に８００ｍほど離れた樹園地が広がる場所に点在し

ています。

公益財団法人なら担い手・農地サポートセンターを介して、

譲受人は、五條市小島町８５番地の１　西尾　雅典　さん　４５歳

譲渡人は、五條市西吉野町滝２７５番地　辻田　順一　さん　と

　　　　　同住所の被相続人辻田 重雄さん　相続人代表 辻田 順一 さん

新規で令和１４年３月３１日まで使用貸借権を設定し、柿を栽培します。

続いて受付番号１６番と１７番が関連します。

事務局

地図番号２－11 航空写真２－11

事務局

地図番号２－１３ 航空写真２－１３

事務局
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申請地は、丹原町３１８番　地目：田　現況：田　７４３㎡

外１筆　合計面積１，４４３㎡です。

丹原の天理教分教会の北側１００ｍ付近に位置します。

公益財団法人なら担い手・農地サポートセンターを介して、

譲受人は、五條市丹原町６８３番地　新宅　一也　さん　７７歳

譲渡人は、五條市丹原町１０４番地　辻本　弘行　さん

新規で令和１４年３月３１日まで使用貸借権を設定し、水田として利用します。

続いて受付番号１８、１９番が関連します。

１４ページになります。

申請地は、野原町７７８番１　地目：田　現況：田　６０６㎡

外２筆　合計面積２，１８５㎡です。

７７８番１と７８０番は五条ガスの近くにあります。９６２番１は上田橋の近くに

あります。

公益財団法人なら担い手・農地サポートセンターを介して、

譲受人は、和歌山県橋本市向副１０４１番地の２　小林　順一郎　さん　４２歳

譲渡人は、五條市野原中１丁目４番６号　中村　正富　さん

新規で令和１４年３月３１日まで使用貸借権を設定し、トマトやきゅうりを栽培

します。

続いて受付番号２０番と２１番が関連します。

申請地は、野原東２丁目５６番１　地目：田　現況：田　７５９㎡です。

野原東住民センターの西側５０ｍ付近に位置します。

公益財団法人なら担い手・農地サポートセンターを介して、

譲受人は、五條市野原東７丁目３番４８号　川井　宗二　さん　６５歳

譲渡人は、五條市野原東２丁目７番４３号　東　恒成　さん

新規で令和１４年３月３１日まで使用貸借権を更新し、水田として利用します。

事務局

地図番号２－２０ 航空写真２－２０

地図番号２－１６ 航空写真２－１６

事務局

地図番号２－１８ 航空写真２－１８
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以上２１件の申請は、市から提出されております農業経営基盤強化促進法第18条第

３項第１号による農地利用集積計画の内容から、全ての農地を効率的に耕作するこ

と、農作業に必要な従事者や農機具を有していることなど、農地の権利取得に必要

な要件を満たしていると考えられます。以上です。

ここで私（新宅会長）と益田委員さんは、関連案件がありますので、一旦退室させ

ていただきます。

このあとの進行を鶴田会長職務代理者にお願いします。よろしくお願いします。

（新宅会長、益田委員、会議室を退室）

それでは、２１件の質疑に入ります。発言の有る方は挙手をお願いします。

(発言なし)

　

　　皆さんご異議、ご意見ありませんか。

(異議なし)

　 それでは異議なしにて承認いただいたものとして、審第３号農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画について、原案のとおり承認し

　 た旨を産業振興課へ回答することを決定します。

新宅会長と益田委員はお戻りください。

（新宅会長と益田委員、会議室に戻る）

次に審第３号　農地中間管理事業における農用地利用配分計画案への意見について、

３件上程致します。事務局から説明をお願いします。

審第３号につきましては、農地中間管理機構が農地利用配分計画を定める場合には、

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定により、市町村にその計画案

を提出するよう求めることができるとされ、さらに市町村がその計画案を作成する

にあたり、農業委員会の意見を聴くものとされており、今回ご審議いただくもので

す。

議長

事務局

副会長

議長

副会長

副会長
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受付番号１番から３番について一括して説明いたします。

譲受人はいずれも、五條市西吉野町奥谷１１１７番地　中窪　祐太　さん　２５歳

受付番号１番、

申請地は、大津町３４９番１　地目：田　現況：田　１６６㎡

外５筆、合計面積３，５２８㎡です。

申請地は、鬼走りの念仏寺の東側３００ｍ付近に位置します。

申請地の農地は以前利用権が設定されておりましたが、期間が終了し、サポートセ

ンターで中間保有地となっていたものを、今回新規で令和１１年１２月３１日まで

使用貸借権の設定を行うものです。申請地では露地もの野菜を栽培します。

賃貸借権の期間は、県認可公告の日の翌日から令和１０年７月３１日までです。

続いて受付番号２番、

申請地は、五條市大津町２８９番１　地目：田　現況：田　３４７㎡

外３筆、合計面積１，９７３㎡です。

県道橋本五條線沿い、萩原商店から西に１００ｍ付近に位置します。

新規で令和７年１２月３１日まで使用貸借権を設定し、各種野菜を栽培します。

続いて受付番号３番、

申請地は、五條市大津町２９７番３　地目：田　現況：田　４８９㎡です。

受付番号２番の東隣、理容ツジモトの西隣です。

新規で令和７年１２月３１日まで使用貸借権を設定し、各種野菜を栽培します。

それでは、３件の質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。

（発言なし）

皆さん、異議ありませんか？

（異議なし）

異議なしで承認をいただきましたので、審第３号　農地中間管理事業における農地

利用配分計画案への意見については、原案のとおり承認した旨、産業振興課に回答

することとします。

事務局

地図番号３－１ 航空写真３－１

地図番号３－２ 航空写真３－２

地図番号３－２ 航空写真３－２

議長

議長

議長
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次に審第４号　現況証明願について、１件上程致します。

事務局から説明をお願いします。

受付番号１番について説明致します。

地図番号４－１ 航空写真4－１

申請地は、五條市岡町１９９８番　地目：畑　現況：宅地　１２５㎡です。

（申請者） 五條市岡町１９９９番地

　　　　 柏井　正弘 さん

申請地は、京奈和五條北インター交差点から北東に５００ｍ、柏井さんの自宅の

一画にあります。

申請地は、昭和２３年頃から、作業場兼住居に供している宅地となっていました。

今後は農地法を遵守し、農地の適正管理に努めますとのことです。

以上です。

それでは審第４号　現況証明願の１件について、質疑に入ります。

発言のある方は挙手をお願いします。

（発言なし）

みなさん、異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしにて承認いただきました。

本件については、非農地であると認め、申請者に証明を渡します。

次に報第１号　農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画

の無効について　を１件上程します。事務局から説明をお願いします。

受付番号１番について説明いたします。

報告地は、丹原町２４４番１　地目：田　現況：田　１，０４２㎡です。

本件は、前回３月総会において、承認されておりましたが、譲受人の、五條市丹原

町６００番地の玉田義次さんが、前回３月総会の前にお亡くなりになられており、

議長

事務局

議長

議長

事務局
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農地利用集積計画に定める利用の目的を達することができなくなるため、先月の承

認を無効とさせていただきます。

それでは以上で、本日の議案の審議すべて終了いたしました。

その他、何かご発言があれば挙手をお願い致します。

事務局から何かありますか。

（来月の総会について）

他にないでしょうか。

それではこれで、令和４年第４回定例総会を終了します。

　 次回、令和４年第５回定例総会は、５月９日　月曜日　市役所１階大会議室

　 で行います。よろしくお願いします。

以上が令和４年４月１１日　第４回五條市農業委員会定例総会の顛末である。

　 五條市農業委員会会長　　 　　　　　　　　　　　　　　　

　 署名委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 署名委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議長

事務局

議長

13/13


